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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２９年１月１９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２８年７月３日 ２２時２５分ごろ 

発生場所 山口県萩
はぎ

市天神
てんじん

島北西方沖の浅所 

  須佐
す さ

港天神島灯台から真方位３２０°２８０ｍ付近 

  （概位 北緯３４°３８.０′ 東経１３１°３４.８′） 

事故の概要  漁船平
へい

漁
りょう

丸は、南東進中、浅所に乗り揚げた。 

  平漁丸は、船長が死亡し、甲板員が負傷し、船首部に破口等を生じ

た。 

事故調査の経過 平成２８年７月６日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

  原因関係者からの意見聴取は、本人が本事故で死亡したため行わな

かった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船  平漁丸、３.９９トン 

 ＹＧ３－３５９８７（漁船登録番号）、個人所有 

 １０.４０ｍ（Lr）×２.１１ｍ×０.８３ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、２１１kＷ、昭和４９年４月 

 第２９１－４２１６０号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６６歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和４９年１２月４日 

    免許証交付日 平成２６年４月２４日 

                  （平成３１年１０月８日まで有効） 

甲板員 男性 ３９歳 

 一級小型船舶操縦士 

  免許登録日 平成２８年１月２８日 

  免許証交付日 平成２８年１月２８日 

（平成３３年１月２７日まで有効） 

 死傷者等 死亡 １人（船長）、軽傷 １人（甲板員） 

 損傷 船首部に破口等、全損 

 気象・海象 気象：天気 雨、風向  東、風力  １、視界  良好 

海象：波高  約０.１ｍ、潮汐  ほぼ高潮時 
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 事故の経過   本船は、船長及び甲板員が乗り組み、船長が操船し、須佐漁港に向

けて須佐漁港北西方沖の漁場から針路を約１５０°（真方位、以下同

じ。）に定め、約６ノットの対地速力で手動操舵により南東進中、平

成２８年７月３日２２時２５分ごろ萩市天神島北西方の浅所に乗り揚

げた。 

  甲板員は、船長の意識がなかったので、漁業無線で僚船に救援を求

めた。 

船長及び甲板員は、来援した僚船により須佐漁港に運ばれ、搬送さ

れた病院で船長が出血性ショック死と検案され、甲板員が全身打撲等

と診断された。 

本船は、僚船によって須佐漁港にえい
．．

航された。 

（付図１  事故発生経過概略図  参照） 

 その他の事項 甲板員は、本船が、ふだんは、２３時３０分ごろ僚船の帰航開始に

合わせて帰航していたが、本事故当日、操業していた漁場の沖合で雷

を認め、僚船より早く帰航を開始したので、船長の体調が悪かったか

もしれないと、本事故後に思った。 

船長は、水深約７０ｍからの揚錨作業を、サイドローラを使用して

自ら行っていた。 

船長は、本事故当時、両舷のブルワークに渡した板の上に立って操

船しており、甲板員は、船長の左舷側で板の上に腰を掛けて船尾方を

見ていた。 

甲板員は、２２時１７分ごろ、左舷船首方を振り向いた際、ふだん

であれば須佐漁港の灯光及び漁業協同組合の施設灯等が３個ほど見え

るところ、６～７個見えたので、いつもより針路が南寄りに向いてい

ると思った。 

本船のＧＰＳプロッターの記録によれば、乗り揚げるまでの対地針

路は約１５０°に保持されていた。 

甲板員は、自らが操船して帰航する際は、須佐港天神島灯台が立ち

木に隠れて見えにくいので、須佐港西防波堤灯台、港内の簡易標識灯

及び漁業協同組合の施設灯（水銀灯４基）を目標にしていた。 

山口県漁業協同組合須佐支店は、須佐港天神島灯台の視認性につい

て萩海上保安署に改善を要望していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

不明 

不明 

本船は、須佐漁港北西方沖を同漁港に向けて南東進中、天神島北西

方の浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

船長は、本事故当時、適切な見張り等ができなかった可能性がある

と考えられるが、本事故で死亡していることから、乗揚げに至る状況
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を明らかにすることはできなかった。 

原因   本事故は、夜間、本船が、須佐漁港北西方沖を同漁港に向けて南東

進中、天神島北西方の浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・乗組員は、自船の針路に疑問を感じたときには、操船者に確認す

ることが望ましい。 
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